
審査結果集計表（全委員（５人）の合計）

　【施設名】秋田県営祓川山荘

全委員合計
再計算

（100点満点換算）

１　県民の平等利用の確保
　　（適合しなければ失格） ア 利用者の平等な利用が確保されていること ○ ○

ア 施設の設置目的に即した管理がなされること 20 6.4

イ
鳥海山の自然環境等について相当な知識や経験を有
する者を従事させることができること 21 6.7

ウ
地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られる
ものであること 18 5.8

エ
利用者の意見を施設の管理運営に反映させる意欲や
手段が盛り込まれていること 19 6.1

オ 施設の利用促進への取組がなされるものであること 16 5.1

94 30.1

ア
収支計画は適正なものであること。また、その実現性
があること 19 7.6

イ
経費縮減に向けた取組がなされるものであること。ま
た、その実現性があること 18 7.2

37 14.8

ア 団体の経営状況は、安全かつ健全なものであること 22 3.3

イ
団体の実績が良好であること。不特定多数が利用す
る施設を良好に運営した実績があること 21 3.2

ウ 人員配置が適切であること 20 3.0

エ 経理的な基礎が備わっていること 18 2.7

オ 技術的な基礎が備わっていること 20 3.0

カ 職員の資質向上に積極的に取り組む意欲があること 19 2.9

キ 安全管理は適切であること 23 3.5

ク
個人情報の適切な管理のための必要な措置が講じら
れるものであること 20 3.0

163 24.5

ア 女性活躍支援に取り組んでいること 10 4.0

10 4.0

304 73.3

由利本荘市

小　計

小　計

小　計

合　　　　　　　　　　計

選　定　基　準 審　査　項　目

２　公の施設の設置目的の
　　効果的な達成（40点）

３　効率的な管理（20点）

４　適正かつ確実な管理を
　　行う能力（30点）

小　計

5　県の重要施策推進に係る
　　項目（10点）



審査結果集計表（全委員（５人）の合計）

　【施設名】秋田県営鉾立山荘

全委員合計
再計算

（100点満点換算）

１　県民の平等利用の確保
　　（適合しなければ失格） ア 利用者の平等な利用が確保されていること ○ ○

ア 施設の設置目的に即した管理がなされること 21 6.7

イ
鳥海山の自然環境等について、相当な知識や経験を
有する者を従事させることができること 20 6.4

ウ
地域、関係機関、ボランティア団体等との連携が図ら
れるものであること 18 5.8

エ
利用者の意見を施設の管理運営に反映させる意欲や
手段が盛り込まれていること 19 6.1

オ 施設の利用促進への取組がなされるものであること 18 5.8

96 30.7

ア
収支計画は適正なものであること。また、その実現性
があること 20 8.0

イ
経費縮減に向けた取組がなされるものであること。ま
た、その実現性があること 19 7.6

39 15.6

ア 団体の経営状況は、安全かつ健全なものであること 20 3.0

イ
団体の実績が良好であること。不特定多数が利用す
る施設を良好に運営した実績があること 20 3.0

ウ 人員配置が適切であること 18 2.7

エ 経理的な基礎が備わっていること 20 3.0

オ 技術的な基礎が備わっていること 20 3.0

カ 職員の資質向上に積極的に取り組む意欲があること 19 2.9

キ 安全管理は適切であること 20 3.0

ク
個人情報の適切な管理のための必要な措置が講じら
れるものであること 18 2.7

155 23.3

ア 女性活躍支援に取り組んでいること 14 5.6

14 5.6

304 75.2合　　　　　　　　　　計

３　効率的な管理（20点）

小　計

４　適正かつ確実な管理を
　　行う能力（30点）

小　計

5　県の重要施策推進に係る
　　項目（10点）

小　計

選　定　基　準 審　査　項　目
にかほ市

２　公の施設の設置目的の
　　効果的な達成（40点）

小　計



審査結果集計表（全委員（５人）の合計）

　【施設名】秋田県営玉川温泉ビジターセンター

全委員合計
再計算

（100点満点換算）

１　県民の平等利用の確保
　　（適合しなければ失格） ア 利用者の平等な利用が確保されていること ○ ○

ア 施設の設置目的に即した管理がなされること 21 6.7

イ
玉川温泉地区の自然環境等について相当な知識や
経験を有する者を従事させることができること 22 7.0

ウ
地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られる
ものであること 19 6.1

エ
利用者の意見を施設の管理運営に反映させる意欲や
手段が盛り込まれていること 17 5.4

オ 施設の利用促進への取組がなされるものであること 21 6.7

100 32.0

ア
収支計画は適正なものであること。また、その実現性
があること 19 7.6

イ
経費縮減に向けた取組がなされるものであること。ま
た、その実現性があること 20 8.0

39 15.6

ア 団体の経営状況は、安全かつ健全なものであること 22 3.3

イ
団体の実績が良好であること。不特定多数が利用す
る施設を良好に運営した実績があること 20 3.0

ウ 人員配置が適切であること 19 2.9

エ 経理的な基礎が備わっていること 20 3.0

オ 技術的な基礎が備わっていること 21 3.2

カ 職員の資質向上に積極的に取り組む意欲があること 19 2.9

キ 安全管理は適切であること 21 3.2

ク
個人情報の適切な管理のための必要な措置が講じら
れるものであること 19 2.9

161 24.2

ア 女性活躍支援に取り組んでいること 13 5.2

13 5.2

313 77.0合　　　　　　　　　　計

３　効率的な管理（20点）

小　計

４　適正かつ確実な管理を
　　行う能力（30点）

小　計

5　県の重要施策推進に係る
　　項目（10点）

小　計

選　定　基　準 審　査　項　目
株式会社玉川サービス

２　公の施設の設置目的の
　　効果的な達成（40点）

小　計



審査結果集計表（全委員（５人）の合計）

　【施設名】秋田県営玉川園地駐車場

全委員合計
再計算

（100点満点換算）

１　県民の平等利用の確保
　　（適合しなければ失格） ア 利用者の平等な利用が確保されていること ○ ○

ア 施設の設置目的に即した管理がなされること 21 6.7

イ
玉川温泉地区の自然環境等について相当な知識や
経験を有する者を従事させることができること 18 5.8

ウ
地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られる
ものであること 17 5.4

エ
利用者の意見を施設の管理運営に反映させる意欲や
手段が盛り込まれていること 19 6.1

オ
施設の利用促進への取組がなされるものであること。
クレジットカード決済、コード決済その他キャッシュレス
決済が可能となる環境の整備

18 5.8

93 29.8

ア
収支計画は適正なものであること。また、その実現性
があること 20 8.0

イ
経費縮減に向けた取組がなされるものであること。ま
た、その実現性があること 19 7.6

39 15.6

ア 団体の経営状況は、安全かつ健全なものであること 18 2.7

イ
団体の実績が良好であること。不特定多数が利用す
る施設を良好に運営した実績があること 21 3.2

ウ 人員配置が適切であること 19 2.9

エ 経理的な基礎が備わっていること 21 3.2

オ 技術的な基礎が備わっていること 20 3.0

カ 職員の資質向上に積極的に取り組む意欲があること 18 2.7

キ 安全管理は適切であること 22 3.3

ク
個人情報の適切な管理のための必要な措置が講じら
れるものであること 18 2.7

157 23.6

ア 女性活躍支援に取り組んでいること 18 7.2

18 7.2

307 76.1合　　　　　　　　　　計

３　効率的な管理（20点）

小　計

４　適正かつ確実な管理を
　　行う能力（30点）

小　計

5　県の重要施策推進に係る
　　項目（10点）

小　計

選　定　基　準 審　査　項　目
田沢湖高原リフト株式会社

２　公の施設の設置目的の
　　効果的な達成（40点）

小　計



審査結果集計表（全委員（５人）の合計）

　【施設名】秋田県奥森吉青少年野外活動基地

全委員合計
再計算

（100点満点換算）

１　県民の平等利用の確保
　　（適合しなければ失格） ア 利用者の平等な利用が確保されていること ○ ○

ア 施設の設置目的に即した管理がなされること 21 6.7

イ
野外活動基地の自然環境等について相当な知識や
経験を有する者を従事させることができること 23 7.4

ウ
地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られる
ものであること 22 7.0

エ
利用者の意見を施設の管理運営に反映させる意欲や
手段が盛り込まれていること 19 6.1

オ 施設の利用促進への取組がなされるものであること 19 6.1

104 33.3

ア
収支計画は適正なものであること。また、その実現性
があること 16 6.4

イ
経費縮減に向けた取組がなされるものであること。ま
た、その実現性があること 15 6.0

31 12.4

ア 団体の経営状況は、安全かつ健全なものであること 15 2.3

イ
団体の実績が良好であること。不特定多数が利用す
る施設を良好に運営した実績があること 18 2.7

ウ 人員配置が適切であること 18 2.7

エ 経理的な基礎が備わっていること 17 2.6

オ 技術的な基礎が備わっていること 19 2.9

カ 職員の資質向上に積極的に取り組む意欲があること 16 2.4

キ 安全管理は適切であること 14 2.1

ク
個人情報の適切な管理のための必要な措置が講じら
れるものであること 17 2.6

134 20.1

ア 女性活躍支援に取り組んでいること 18 7.2

18 7.2

287 73.0合　　　　　　　　　　計

３　効率的な管理（20点）

小　計

４　適正かつ確実な管理を
　　行う能力（30点）

小　計

5　県の重要施策推進に係る
　　項目（10点）

小　計

選　定　基　準 審　査　項　目

特定非営利活動法人
冒険の鍵クーン

２　公の施設の設置目的の
　　効果的な達成（40点）

小　計


